
C I T Y  T O P I C S

広報たかはま H20.5.15 2

6
月
2
日
豺
は
 

自
動
車
税
の
納
期
限
 

 

6
月
2
日
豺
は
 

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
 

第
１
期
お
よ
び
軽
自
動
車
税
の
 

納
付
期
限
で
す
 

 

家
具
転
倒
防
止
器
具
を
 

取
り
付
け
ま
す
 

                        　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日（
賦

課
期
日
と
い
い
ま
す
。）
現
在
に
お
い

て
、
高
浜
市
内
に
土
地
、
家
屋
お
よ
び

償
却
資
産
（
総
称
し
て
「
固
定
資
産
」

と
い
い
ま
す
。）
を
所
有
し
て
い
る
方

が
、
そ
の
価
格
を
も
と
に
算
定
さ
れ
る

税
額
を
納
め
る
税
金
で
す
。
　
　
 

　
都
市
計
画
税
は
、
都
市
計
画
区
域
の

う
ち
市
街
化
区
域
内
に
所
在
す
る
土
地

お
よ
び
家
屋
の
所
有
者
に
対
し
て
課
税

さ
れ
る
目
的
税
で
す
。
こ
の
市
街
化
区

域
で
は
、
道
路
や
公
園
な
ど
の
都
市
施

設
の
整
備
を
行
う
都
市
計
画
事
業
、
宅

地
の
利
用
増
進
を
図
る
た
め
の
土
地
区

画
整
理
事
業
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

固
定
資
産
税
お
よ
び
都
市
計
画
税
の
納

税
通
知
書
は
、
合
わ
せ
て
送
付
さ
れ
ま

す
。 

　
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
4
月
１
日
現

在
で
原
動
機
付
自
転
車
、
小
型
特
殊
自

動
車
（
ト
ラ
ク
タ
ー
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ

ト
な
ど
）、
軽
二
輪
、
軽
三
輪
、
軽
四

輪
、
二
輪
の
小
型
自
動
車
を
所
有
し
て

い
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。 

問
合
せ
先
 

　
市
役
所
税
務
グ
ル
ー
プ
 

　
蕁
５２‐1
1
1
１（
内
線
２４４
、２４５
、２５８
） 

     　
4
月
１
日
現
在
で
自
動
車
を
お
持
ち

の
方
に
は
、
5
月
上
旬
に
県
か
ら
納
税

通
知
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
近

く
の
県
税
事
務
所
、
金
融
機
関
や
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納
め
て
く

だ
さ
い
。 

　
名
義
変
更
・
廃
車
な
ど
の
手
続
き
を

他
の
方
に
依
頼
し
た
自
動
車
に
つ
い
て

納
税
通
知
書
が
届
い
た
場
合
、
そ
れ
ら

の
手
続
き
が
3
月
末
日
ま
で
に
行
わ
れ

て
い
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

　
ま
た
、
転
居
な
ど
に
よ
り
納
税
通
知

書
が
届
か
な
い
方
は
、
県
税
事
務
所
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

ご
注
意
　
市
の
収
納
窓
口
で
は
県
税
の

収
納
の
取
り
扱
い
は
し
て
い
ま
せ
ん
。 

問
合
せ
先
 

　
県
西
三
河
県
税
事
務
所
課
税
第
二
課

自
動
車
税
グ
ル
ー
プ
 

　
蕁
0
5
6
4

‐２７‐2
7
1
2
 

              　
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
多
く
の

方
が
家
具
類
の
転
倒
や
落
下
、
割
れ
た

食
器
類
で
ケ
ガ
を
し
た
り
、
亡
く
な
り

し
ま
し
た
。 

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
地
震
対
策
と
し
て

私
た
ち
が
最
も
手
軽
に
で
き
る
有
効
な

手
段
は
、
家
具
の
転
倒
・
落
下
を
防
ぐ

こ
と
で
す
。 

　
市
で
は
、
次
の
方
を
対
象
に
家
具
転

倒
防
止
器
具
の
取
り
付
け
を
行
っ
て
い

ま
す
。 

対
象
者
 

①
お
お
む
ね
６５
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら

し
の
方
 

②
お
お
む
ね
６５
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み

の
世
帯
の
方
 

③
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
ま
た

は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
お

持
ち
の
方
で
、
同
居
の
家
族
に
こ
れ

ら
の
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い

１８
歳
以
上
６５
歳
未
満
の
方
が
い
な
い

世
帯
 

申
請
方
法
　
生
活
安
全
グ
ル
ー
プ
か
、

い
き
い
き
広
場
窓
口
で
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。 

利
用
回
数
　
年
１
回
ま
で
 

作
業
時
間
　
2
時
間
以
内
 

費
用
　
取
り
付
け
費
は
無
料
で
す
。 

※
材
料
費
は
、
自
己
負
担
で
す
。（
器

具
の
大
き
さ
に
よ
り
異
な
り
ま
す
） 

手
続
き
に
必
要
な
も
の
 

①
家
具
転
倒
防
止
器
具
取
付
申
請
書
 

②
家
具
転
倒
防
止
器
具
取
付
に
係
る
確

約
書
 

③
借
家
な
ど
の
場
合
は
賃
借
人
の
承
諾

書
 

④
印
鑑
 

※
①
②
は
、
生
活
安
全
グ
ル
ー
プ
か
、

い
き
い
き
広
場
に
あ
り
ま
す
。 

問
合
せ
先
 

・
市
役
所
生
活
安
全
グ
ル
ー
プ
 

　
蕁
５２

‐１
１
１
１
（
内
線
３３２
、
３２２
） 

・
い
き
い
き
広
場
内
地
域
福
祉
グ
ル
ー

プ
・
保
健
福
祉
グ
ル
ー
プ
 

　
蕁
５２‐9
8
7
１
 


